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ワーキンググループＢ 

 

Ｂ５－３  

社会保障：後発医薬品の使用促進など薬の有効な使用策 
 

（論点①）後発医薬品の使用を進めるための方策は何か。 
（論点②）病院でも薬局でも買うことのできる薬の負担はどう 

あるべきか。 
 
 
方向性 

 先発品の薬価は後発医薬品(ジェネリック)の

薬価を目指して大幅に引き下げ、医療費の支

出と国民の負担を最小限にすべき。併せて、先

発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負

担とすることについて検討すべき。加えて、医

師・薬剤師から主な先発品・後発品のリストを患

者に提示する義務を課すことについても検討す

べき。後発医薬品の推進のロードマップを作成

し、行政刷新会議に報告すること。 

ビタミン剤など市販品類似薬については、自己

負担割合の引き上げを試行するべき。さらに、

一部医療保険の対象から外すことについても検
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討すること。 

 

論点① 
先発品の薬価は、後発品の薬価を目指して大幅に引き下げるべき   

5 名 

先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とすべき  7 名 

後発品についての周知・啓発をもっと進めるべき  6 名 

その他  2 名 

（注：重複あり） 

 

論点② 
市販品類似薬は医療保険の対象から外すべき  4 名 

市販品類似薬について自己負担割合の引上げを試行すべき  6 名 

市販品類似薬は現状のまま保険適用を続けるべき  0 名 

その他  1 名 

（注：重複あり） 

 
 

とりまとめ（提言） 

先発品の薬価は後発医薬品(ジェネリック)の薬価を目指して大幅に引き下げ、医療費の支出と国

民の負担を最小限にすべき。併せて、先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とするこ

とについて検討すべき。加えて、医師・薬剤師から主な先発品・後発品のリストを患者に提示する義

務を課すことについても検討すべき。後発医薬品の推進のロードマップを作成し、行政刷新会議に報

告すること。 

ビタミン剤など市販品類似薬については、自己負担割合の引き上げを試行するべき。さらに、一部

医療保険の対象から外すことについても検討すること。 

 

評価者の提言内容（評価シートに記載された提言事項） 

（論点①）後発医薬品の使用を進めるための方策は何か。 

●  （「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とすべき」について）中期的に検討 

● 医師、薬剤師から先発品・後発品の主なリストを患者さんに提示する義務を課すことについて検討

すべき 
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● 診療報酬（薬価等）は後発品薬価に合わせて設定（一物一価の原則） 

● 先発品薬価との差額は自己負担。必要であればこの自己負担をカバーする民間医療保険の普及

を計る。 

● 保険者（健保等）に後発医薬品の使用を加入者に促す（指導する）ようにさせる。 

● 後発医薬品のシェアの目標値（H24 年度まで 30％）が達成できなかったときの措置（例：診療報酬

の見直し）を予め明らかにしておく。 

● 必要であれば先発品に係る情報提供コストは別途“手当て化”する（情報提供料を設ける）。 

● 新薬（後発品のない先発品）は下げるべきでない。（後発品のある）先発品については、価格を下げ

る方法ではなく、患者に対して後発品に関する情報（患者が選択できるような情報）を十分に与える

ように医療機関、薬局に義務づける。（一覧表として説明する等） 

● 上記の情報を提供した上で先発品を求めた人には差額の一部を自己負担とすべきである。これに

より先発品の価格を下げる圧力が高まる。ただし、中期的には、薬価を下げることにならなければ、先

発品の薬価を思い切って引き下げるなど段階的に対策をとる。 

● 後発品一般論ではなく、効能、価格などを具体的に説明するなど（一覧表にするなど）、啓発、周

知するべき。 

● 根拠なき安心代、誤解代を保険で払うことはおかしい同じ効能のものは公定価格は同じにすべき。 

● 「後発品についての周知・啓発」よりも差額を自己負担にしたり、先発品価格を下げること（これは医

師の負担ということ）の方がスピーディーにすすむ「先発品の薬価は、後発品の薬価を目指して大幅

に引き下げる」・「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とする」を優先すべき。 

● 短・中期的には後発薬の普及を進めるため薬価の差額の一部を自己負担とすべき。 

● 医薬費には保険料、税金の公費が投入されており、安い価格の薬を義務付ける。 

● （「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担すべき」について）「差額の一部」ではなく

「差額全額」を自己負担とすべき。 

● 特許が切れている後発品は、極めて安い薬価に国が決めるべき。その一つの方法は入札制度。 

● 原則公的保険を使う場合後発薬のある薬種については最も価格の安い薬の使用を義務付ける。 

● ①長期収載品の価格形成の問題（④参考）の方が大きい。市場でもし公正に決まっているならば、

それに従うべき。但し、保険でカバーする範囲は限定すべき。（②参考） 

● ②（「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担すべき」について）賛成。参照価格制度

を遠くない将来に導入すべき。 

● ③（「後発品についての周知・啓発をもっと進めるべき」について）賛成。処方せん様式を再考すべ

き。後発品への変更を認めない場合には、「理由」を記述するなど。また、一貫して認めない医師には

ヒアリングを行なうべき。） 

● ④薬価調達の実態が必ずしも明らかになっていない。本当に価格の分布は正規分布か？左側に

ゆがんでいれば、平均をとるのはよくない。中央値をとるべき。薬局（大規模チェーン店）の調達もして

いるのか？総価取引によるバイアスはないのか？ 
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（論点②）病院でも薬局でも買うことのできる薬の負担はどうあるべきか。 

● 薬によっては、保険対象から外し、薬によっては自己負担割合を引上げるべき。 

● 窓口価格が安いだけで、大きなコストがかかっている。国民が知らぬ間にムダ遣いを行わせる悪い

制度。 

● 類似薬全てではなく、一定の限定をかけるなどの配慮は必要。 

● 薬は診療とセットであるので、全て医療保険の対象から除外するのではなく、市薬品類似薬の効能

やその存在と薬名等を示した上で、自己負担割合を市販品価格と同等程度まで引き上げることによ

って、患者と医療機関・薬局との間の情報格差を小さくする。 

● 薬の飲み残しを避けるためにも、市販品類似薬は特に 2～3 日分に限定するなど最低限の少量処

方とする。 

● 医療データの整備を早急に進める。 

● 問題のある医療機関・保険者があれば、その適正化を図る。 

● (医療保険の)対象から外すべきだが、暫定的な措置として、市販品類似薬について自己負担割合

の引き上げを実施すべき。 

● ①(市販品類似薬は医療保険の対象から外すことについて)賛成。厚労省はまずそのリストをつくり、

それから審議会で議論すべき。ex.シップ薬。 

● ②(市販品類似薬について自己負担割合の引上げを試行することに)賛成。 

● ③(市販品類似薬は現状のまま保険適用を続けることについて)①のように取り組みを始めるべき。 

● (市販品類似薬について自己負担割合の引上げを試行すべきことについて) 

1 割 VS 10 割   という差がつくのはおかしい。 

3 割 

 


